
令和７年度（2025 年度）地域福祉推進協議会 次第 

 

日時：令和７年６月３日(火)午後３時～ 

 場所：湖南市東庁舎 ３階大会議室     

 

 

 

１．あいさつ 

 

 

２．地域福祉推進協議会について 

 

 

３．自己紹介 

 

 

４．議事 

   (1)湖南市第四次地域福祉計画・地域福祉活動計画の令和６年度進捗状況について…資料② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．その他 
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氏　名 所　属 選出分野

1 村 田 智 美
学識経験者
（龍谷大学社会学部現代福祉学科）

学識経験者

2 桐 髙 と よ み
ＮＰＯ法人ぱんじー
甲賀・湖南権利擁護支援センター

権利擁護

3 大 園 隆 湖南市民生委員児童委員協議会 民生委員

4 粟 津 寬 三 湖南市保護司会 保護司会

5 鶴 衛 正 義 湖南市国際協会 外国籍

6 井 上 明 保 湖南市青少年育成市民会議 青少年育成

7 山 口 美 鈴 つどいの広場　すくすく 子育て

8 岡 田 章 悟 湖南市障がい児者団体連絡協議会
障がい
（当事者団体）

9 金 子 秀 明 社会福祉法人さわらび福祉会
障がい
（支援者）

10 今 橋 真 寿 美 甲賀湖南介護支援専門員連絡協議会 高齢福祉

11 近 江 武 志 湖南市ボランティア連絡協議会 ボランティア

12 森 田 三 登 利 湖南市健康推進員協議会 健康づくり

13 谷 口 繁 弥 湖南市社会福祉協議会
地域福祉推進
（社協）

14 山 北 平
地域代表者会議
（下田北区長）

地縁団体

湖南市地域福祉推進協議会委員名簿
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○湖南市地域福祉推進協議会運営規則 

令和７年１月27日 

規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、湖南市地域福祉計画に基づき、本市における地域福祉の推進に当たっ

て、市民や地域の各種団体と行政が連携を図りながら、だれもが互いに助け合い、支えあ

っていく地域づくりを着実かつ効果的に推進するために設置する湖南市地域福祉推進協

議会（以下「協議会」という。）に関し、湖南市附属機関設置条例（平成25年湖南市条例

第８号。以下「条例」という。）第４条の規定に基づき、その組織、運営その他必要な事

項について定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、条例別表担任事務の欄に掲げるもののほか、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 地域福祉の推進に関すること。 

(2) その他協議会の設置の趣旨を勘案して市長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 

(2) 各種団体の関係者又は福祉事業に従事している者 

(3) その他市長が必要と認める者 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によってこれらを定める。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。ただし、委員の任期

満了後最初の会議は、市長が招集する。 
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２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見若しくは説

明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、地域福祉計画の策定及び推進に関する事務を所管する課において

処理する。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に

諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この規則の施行後最初の会議は、第６条第１項本文の規定にかかわらず、市長が招集す

る。 
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